
鶴ヶ島市訪問介護利用者負担助成要綱 

（平成１２年 ３月３１日鶴ヶ島市告示第３９３号） 

（平成１５年 ６月３０日鶴ヶ島市告示第５７３号） 

（平成１８年 ３月３１日鶴ヶ島市告示第３０３号） 

（平成２５年 ３月３１日鶴ヶ島市告示第 ７４号） 

（平成２７年 ６月 ４日鶴ヶ島市告示第１３９号） 

（平成２７年１２月２８日鶴ヶ島市告示第２８４号） 

（平成２８年 ３月３１日鶴ヶ島市告示第 ６５号） 

（目的） 

第１条 この告示は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８

条第２項に規定する訪問介護、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」とい

う。）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た整備法第５条の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）第５３条第１項に規

定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問

介護及び法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業のうち、旧法第

８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護に相当するもの（以下「訪問介護」とい

う。）に係る利用者負担額の一部を助成することにより、低所得者の負担を緩和するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 要介護等被保険者  法第６２条に規定する要介護被保険者等及び介護保険法施行規

則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６２の４各号に掲げる者をいう。 

(2) 障害者居宅介護等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号）第５条第２項に規定する居宅介護及び同条第３項

に規定する重度訪問介護をいう。 

(3) 利用者負担額  法第８条第２項に規定する訪問介護に係る指定居宅サービスに要す



る費用の額の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示第１９号）により算定した同

項に規定する訪問介護、旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護サービス

に係る指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生

省告示第１２７号）により算定した同項に規定する介護予防訪問介護及び旧法第８条

の２第２項に規定する介護予防訪問介護サービスに係る指定介護予防サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準の例により算定した法第１１５条の４５第１項第１号

イに規定する第１号訪問事業のうち、旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問

介護に相当するものに係る費用の額（その額が現に当該訪問介護サービスに要した費

用の額を超えるときは、当該現に訪問介護に要した費用の額とする。）から訪問介護

に係る法第４１条第１項に規定する居宅介護サービス費、法第５３条第１項に規定す

る介護予防サービス費又は法第１１５条の４５の３第２項に規定する第１号事業支給

費の額を控除した額をいう。 

(4) 低所得者 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が訪問介護を利用する月の

属する年度（訪問介護を利用する月が４月、５月及び６月である場合にあっては、

前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同

法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第３２８条の規定によって課する

所得割を除く。）が課されていない者をいう。 

（助成の対象者） 

第３条 助成の対象者は、要介護等被保険者等のうち低所得者であり、かつ、介護保険法

施行令（平成１０年政令第４１２号）第３９条第１項第１号に掲げる者（生活保護法

（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者を除く。以下同じ。）

であって、訪問介護を利用するものとする。 

（助成額） 

第４条 助成の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (1) 障害者居宅介護等の利用において境界層該当として定率負担額０円となっている要介

護等被保険者であって、次のいずれかに該当するもの 利用者負担額に相当する額 

ア ６５歳到達以前のおおむね１年間に障害者居宅介護等（居宅介護のうち身体介護及

び家事援助をいう。）を利用していた者であって、６５歳に到達したことで介護保険



の被保険者となり、要介護等被保険者となった者 

イ ４０歳から６４歳までの者であって、特定疾病を有する者 

(2) 前号に該当しない者 利用者負担額の１００分の７０に相当する額 

２ 助成額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てて算出するものとする。 

（助成の申請及び認定） 

第５条 利用者負担の助成を受けようとする利用者は、様式第１号の訪問介護利用者負担

額助成認定申請書により市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請は、介護保険被保険者証を提示して行うものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、速やかに助成の対象者に該当する

か否かを判定し、様式第２号の訪問介護利用者負担額助成認定決定通知書により、当該

申請者に通知するものとする。 

（認定証の交付） 

第６条 市長は、前条第３項の規定により第３条の対象者に該当するとの判定を受け

た者に対し、様式第３号の訪問介護利用者負担額助成認定証（以下「認定証」とい

う。）を交付するものとする。 

２ 認定証の有効期限は、発行した月の属する年度の翌年度（認定証を発行した月が４

月から６月までの間の場合にあっては、当該月の属する年度）の６月末日とする。 

（認定証の再発行） 

第７条 認定証の交付を受けた者は、交付された認定証を紛失又は破損した場合には、認

定証の再交付の申請を行うことができる。 

２ 破損したことを理由として第１項の申請を行う場合には、当該破損した認定証を添え

なければならない。 

３ 紛失したことを理由として認定証の再交付を受けた者が、紛失した認定証を発見した

ときは、速やかに、当該発見した認定証を市長に返還しなければならない。 

 （住所等の変更） 

第８条 認定証の交付を受けた者は、その住所又は氏名を変更したときは、速やかに様

式第４号の訪問介護利用者負担額助成認定証記載事項変更届を市長に提出しなければ

ならない。 



２ 前項の届出は、被保険者証を提示して行うものとする。 

 （認定証の返還） 

第９条 認定証の交付を受けた者は、次の事由が生じたときは、速やかに認定証を市長に

返還しなければならない。  

(1) 認定証の有効期間が満了したとき。 

(2) 認定証の交付を受けた者が転出又は死亡により市の被保険者でなくなったとき。  

(3) 要介護被保険者等でなくなったとき。 

(4) その他認定証を必要としなくなったとき。 

２ 市長は、認定証の交付を受けた者が認定証を他人に譲渡し、又は貸与したときその他

の不正行為があったときは、認定証を返還させることができる。 

（助成の方法） 

第１０条 助成の対象者は、訪問介護を利用する場合には、当該訪問介護を提供する事業

者（以下「事業者」という。）に対して認定証を提示するとともに、利用者負担額から

助成額を控除した額を事業者に支払わなければならない。ただし、助成の対象者が、や

むを得ない理由により認定証を提示できなかった場合にあっては、当該対象者は利用者

負担額の全額を事業者に支払い、様式第５号の訪問介護利用者負担額助成申請書を市長

に提出するものとする。 

第１１条 助成の対象者が前条本文の規定により訪問介護を利用した場合、事業者は、

助成額を市長に請求するものとする。 

第１２条 第４条に規定する助成額の助成は、事業者（第１０条ただし書に規定する場

合にあっては助成の対象者）に支払うことにより行う。 

（高額介護サービス費等との適用関係） 

第１３条 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費は、この告示に基づく助成制

度適用後の利用者負担額に対し支給を行うものとする。 

２ 社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金については、この告示に基づく助成制度

適用後の利用者負担額に対し支給を行うものとする。 

（その他）この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則 



１  この告示は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ この告示の施行の日から平成１３年６月３０日までの間にあっては、平成１１年度に

おいて老人ホームヘルプサービス又は障害者ホームヘルプサービスを利用した者のうち

旧老人福祉法に基づき徴収される費用の額（ホームヘルプサービス事業費用負担基準）

又は第２条第３号に規定する法又は要綱に基づき徴収される費用の額（ホームヘルプサ

ービス事業費用負担基準）が直近の派遣の際０円であったものについては、第２条第５

号の規定にかかわらず、低所得者とみなす。 

３  この告示の施行の日から平成１２年６月３０日までに発行する認定証の有効期限は、

第６条第２項の規定にかかわらず、平成１３年６月３０日とする。 

附 則（平成１５年告示第５７３号） 

１  この告示は、平成１５年７月１日から施行する。 

２ 改正後の告示第６条第１項第１号から第５号までのいずれかに該当する者であって、

訪問介護を利用する月の属する年の前年（訪問介護を利用する月が１月から６月までで

ある場合にあっては、前前年）において、その生計中心者が所得税法（昭和４０年法律

第３３号）の規定により所得税が非課税であるもの及び生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）の規定による被保護世帯に属するものについては、改正後の告示第２条第５

号の規定にかかわらず、低所得者とみなす。 

附 則（平成１８年告示第３０３号） 

  この告示は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年告示第７４号） 

１ この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 平成２５年４月１日から平成２７年３月３１日までの訪問介護に係る利用者負担額

に関する改正後の第４条の規定の適用については、改正後の第４条第１項第１号中

「利用者負担額に相当する額」とあるのは「利用者負担額に相当する額に介護職員処

遇改善加算（指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表に規定する

介護職員処遇改善加算という。以下この項において同じ。）を加えた額」と、同項第

２号中「利用者負担額の１００分の７０に相当する額」とあるのは「利用者負担額の



１００分の７０に相当する額に介護職員処遇改善加算を加えた額」とする。 

附 則（平成２７年告示第１３９号） 

１ この告示は、平成２７年６月４日から施行する。 

附 則（平成２７年告示第２８４号） 

１ この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年告示第６５号） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 


